
船舶事故調査報告書 

令和６年１２月１８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和６年３月１１日 ０２時３０分ごろ 

発生場所 島根県江津
ご う つ

市江
ごう

の川
かわ

河口 

江津灯台から真方位２２８°７２８ｍ付近 

（概位 北緯３５°０１.６′ 東経１３２°１３.７′） 

事故の概要 プレジャーボート大幸
だいこう

丸は、南進中、浅所に乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和６年３月２６日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート 大幸丸、４.８トン 

 ２９２－４９４６３長崎、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 プロペラ先端部に曲損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北東、風速 約２m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、長崎県五島
ご と う

市

から鳥取県境 港
さかいみなと

市まで回航する目的で、江津市沖を航行していた。 

船長は、休憩と朝食の調達を兼ねて江津港に入港することとし、江

の川河口部に向け本船を南進させた。 

 船長は、河岸から離れた中央付近であれば無難に航行できるものと

思い、同乗者を船首の見張りに立たせて航行を続けていたところ、本

船は河口部の浅所に乗り揚げた。 

 船長は、携帯電話で海上保安庁に本事故発生の通報を行った。 

江の川河口部は、土砂が堆積しており、左岸側に可航域があった

が、公開された情報がなかったので、船長は可航域のことを知らな

かった。 

船長は、江津港入港に当たって、港湾管理者に可航域等について確

認していなかった。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

分析 本船は、江の川河口部に向け南進中、船長が、河川の河岸から離れ

た中央付近であれば無難に航行できると思い、航行を続けたことか

ら、浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

船長は、江の川河口部に存在する江津港に入港するのは初めてで

あったが、水路調査を適切に行わなかったことから、同河口部の可航

域を知らなかったものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が、江の川河口部に向け南進中、船長が、江



 

付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の川河口部の可航域を把握していなかったが、河川の河岸から離れた

中央付近であれば無難に航行できると思い、水路調査を適切に行わな

かったため、浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、航行計画を綿密に立て、初めて入港する港は、水路調査

を行い、可航域について公開された情報がない場合は、事前に港

湾管理者から可航域を確認しておくこと。 


